
 令和２年 教育委員会 

 

第１６回 定例会 議事日程 
 

                  令和２年９月２３日（水） 

 

第１ 議 案 

  【 指導課 】 

（１）議案第39号「千代田区立学校教育職員懲戒分限審査委員会規程の一部改

正」 

 

第２ 報 告 

【 子ども総務課 】 

（１）令和２年 第３回区議会定例会の報告 

【 子ども施設課 】 

（１）学校施設等の暑さ対策について 

（２）和泉小学校・いずみこども園等施設整備について 

【 学務課 】 

（１）令和３年度入学 中学校 学校選択結果報告 

【 指導課 】 

（１）いじめ、不登校、適応指導教室の状況報告 

 

第３ その他 

  【 子ども総務課 】 

  （１）教育委員会行事予定表 

  （２）広報千代田（10月５日号）掲載事項 
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議案第39号 

 

千代田区立学校教育職員懲戒分限審査委員会規程（平成19年千代田区教育委員会訓令第２

号）を次のように改正する。 

 

新（改正後） 旧（現 行） 

（設置） （設置） 

第１条 （現行に同じ） 第１条 千代田区立学校教育職員に対する懲

戒及び分限に関する処分の実施について、

その適正を期すため、千代田区立学校教育

職員懲戒分限審査委員会（以下「審査委員

会」という。）を置く。 

（職員の定義） （職員の定義） 

第２条 この規程において、千代田区立学校

教育職員（以下「職員」という。）とは、

千代田区立の小学校、中学校、中等教育学

校及び幼稚園の一般職の者であって、千代

田区教育委員会が任命するものをいう。 

第２条 この規程において、千代田区立学校

教育職員（以下「職員」という。）とは、

千代田区立幼稚園及び九段中等教育学校の

校長（園長を含む。）、副校長（副園長（千

代田区立こども園の副園長を除く。）を含

む。）、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養

教諭、実習助手及び講師（常時勤務の者に

限る。）をいう。 

（掌理事項） （掌理事項） 

第３条 （現行に同じ） 第３条 審査委員会は、千代田区教育委員会

の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処

分について審査答申する。 

 (１) 地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第29条の規定に基づく懲戒処分 

 (２) 地方公務員法第28条の規定に基づく

職員の意に反する免職、休職、降任及び

降給の処分 

（構成） （構成） 

第４条 審査委員会は、次の各号に掲げる職

にある者を委員として組織する。 

第４条 審査委員会は、次の各号に掲げる職

にある者を委員として組織する。 

 (１) 教育長 

(１) 教育委員会事務局子ども部長 (２) 教育委員会事務局子ども部長 

(２) 教育委員会事務局教育担当部長 (３) 教育委員会事務局教育担当部長 

(３) 教育委員会事務局子ども総務課長 (４) 教育委員会事務局子ども総務課長 

(４) 教育委員会事務局学務課長  

(５) 教育委員会事務局指導課長 (５) 教育委員会事務局指導課長 

２ 委員長には、教育委員会事務局子ども部

長の職にある委員をもって充てる。 

２ 委員長には、教育長の職にある委員をも

って充てる。 

３ （現行に同じ） ３ 委員長は、必要があると認めるときは、

事案に関係のある部課長及び関係者の出席

を求め、意見を徴することができる。 

（職務及び代理） （職務及び代理） 

第５条 （現行に同じ） 第５条 委員長は、会務を総理し、審査委員

会を代表する。 
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２ 委員長に事故があるときは、教育委員会

事務局教育担当部長である委員がその職務

を代理する。 

２ 委員長に事故があるときは、教育委員会

事務局子ども部長である委員がその職務を

代理する。 

３ （現行に同じ） ３ 委員長は、この規程に定めるもののほか、

審査委員会の運営に必要な事項を定めるこ

とができる。 

第６条～第９条 （現行に同じ） 第６条～第９条 （略） 

備 考 

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正前の

欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)がない場合には、当該改正後部分

を加える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。  

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め

る。 

 

   附 則 

この訓令は、令和２年９月 24日から施行する。 

 



  

 

千代田区立学校教育職員懲戒分限審査委員会規程の一部改正について 

 

 

１ 改正趣旨 

令和２年４月１日から会計年度任用職員制度が施行され、会計年度任用職員が一般職の

職員に位置付けられたことから本規程の対象となるため、規定を整備する。 

あわせて、審査委員会の委員構成についても改正を行う。 

 

２ 改正内容 

（１）職員に会計年度任用職員を追加 

   任命権者が千代田区教育委員会である幼稚園教育職員及び中等教育学校教育職員に加

えて、新たに千代田区教育委員会が任命する会計年度任用職員（会計年度任用講師）を

第２条に規定する職員とする。 

（２）審査委員会の委員構成の改正 

   教育長を審査委員会の委員から除き、新たに教育委員会事務局学務課長を委員に加え

る。 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

令和２年９月２４日 

 

教 育 委 員 会 資 料 
令和２年９月２３日 
指 導 課 
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9月 2日 (水) （告示日） １：３０ 議運

9月 3日 (木) AM景観審

9月 4日 (金)

9月 5日 (土)

9月 6日 (日)

9月 7日 (月)

9月 8日 (火) １：３０ 議運

9月 9日 (水) （招集日） １１：３０ 議運 １：００ 本会議

9月 10日 (木) １：３０ 議運

9月 11日 (金)

9月 12日 (土)

9月 13日 (日)

9月 14日 (月)

9月 15日 (火)

9月 16日 (水) １１：３０ 議運 １：００ 継続会

9月 17日 (木) １１：３０ 議運 １：００ 継続会 

9月 18日 (金) 議長会・競馬議会

9月 19日 (土)

9月 20日 (日)

9月 21日 (月) 敬老の日

9月 22日 (火)

9月 23日 (水)

9月 24日 (木)

9月 25日 (金)

9月 26日 (土)

9月 27日 (日)

9月 28日 (月)

9月 29日 (火) 清掃議会

9月 30日 (水) １０：３０ オリパラ １：３０ 災害

10月 1日 (木) １０：３０ 文化財 １：３０ 景観まち

10月 2日 (金) （事務作業日）

10月 3日 (土)

10月 4日 (日)

10月 5日 (月) １：３０ 議運

10月 6日 (火)

10月 7日 (水)

10月 8日 (木) （事務作業日）

10月 9日 (金)

10月 10日 (土)

10月 11日 (日)

10月 12日 (月) １０：３０ 常任（福祉）

10月 13日 (火) AM都計審

10月 14日 (水) １：３０ 議運

10月 15日 (木) １１：３０ 議運 １：００ 継続会

10月 16日 (金)

10月 17日 (土)

　　　令和２年 第３回定例会日程（案）　　

秋分の日

１０：３０ 常任（福祉）

１０：３０ 常任（企画）（地文）

１０：３０ 予算・決算

１０：３０ 予算・決算（分科会）地文（１・２）・福祉（３・４）

月　　日 午　　　　前 午　　　　後

１０：３０ 常任（企画）（地文）

１０：３０ 予算・決算（総括）

１０：３０ 予算・決算（総括）

１０：３０ 予算・決算（分科会）企画（１・２）・地文（３・４）

１０：３０ 予算・決算（分科会）企画（１・２）・福祉（３・４）

教育委員会資料

令和２年９月２３日

子ども総務課
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文
は
、
口
述
筆
記
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あ
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ん
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他
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あ
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あ
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令
和
２
年
第
三
回
区
議
会
定
例
会
の
開
会
に
あ
た
り
、 

 
私
の
区
政
運
営
に
お
け
る
所
信
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

は
じ
め
に 

 

〇
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
に
つ
い
て 

 

千
代
田
区
で
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
」

に
向
け
、
先
般
の
区
議
会
臨
時
会
で
の
附
帯
決
議
を
は
じ

め
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
・
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
、
ご
議
決

い
た
だ
き
ま
し
た
「
千
代
田
区
特
別
支
援
給
付
金
並
び
に
商

工
融
資
事
業
、
商
工
関
係
団
体
等
支
援
事
業
」
を
含
め
、
感

染
症
対
策
の
な
お
一
層
の
充
実
を
図
る
た
め
、
日
々
さ
ま
ざ

ま
な
対
応
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

こ
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
関
連
の
議
案
を
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ご
審
議
い
た
だ
く
過
程
で
、
私
の
区
議
会
解
散
を
取
り
消
す

に
至
る
ま
で
の
間
、
審
議
が
停
止
さ
れ
る
な
ど
、
多
大
な
る

ご
心
痛
を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
こ
と
を
、
こ
の
場
を
お
借

り
し
て
、
改
め
て
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
は
、
瞬
く
間
に
全
世
界
に
蔓

延
し
、
未
曾
有
の
被
害
を
引
き
起
こ
し
、
収
束
に
向
け
て
未

だ
先
が
見
え
な
い
状
況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

昨
日
現
在
の
報
道
で
は
、
国
内
に
お
い
て
累
計
感
染
者
数

が
７
万
２
千
人
を
超
え
、
東
京
都
に
お
い
て
も
累
計
感
染
者

数
が
２
万
２
千
人
を
超
え
、
千
代
田
区
内
の
感
染
者
数
は
既

に
130
人
を
超
え
深
刻
な
事
態
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
感
染
防
止
対
策
と
経
済
、
生
活
支
援

が
大
き
な
課
題
と
な
る
中
、
経
済
支
援
と
し
て
、
先
の
区
議

会
臨
時
会
に
お
い
て
、
区
民
の
皆
さ
ん
が
個
人
や
家
庭
な
ど

の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を
考
慮
し
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
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感
染
症
対
策
」
に
有
効
に
使
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
包
括
的

な
視
点
か
ら
「
特
別
支
援
給
付
金
」
を
提
案
い
た
し
ま
し
た
。 

議
会
の
熱
心
な
審
議
を
経
て
ご
議
決
を
賜
り
、
一
日
で
も

早
く
区
民
の
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
「
特
別
支
援
給
付
金
」
が

届
け
ら
れ
る
よ
う
鋭
意
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で 

ご
ざ
い
ま
す
。 

 

本
区
で
は
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
」
の

最
重
要
課
題
は
、
区
民
の
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
と
捉
え
、

今
年
３
月
に
専
用
の
相
談
窓
口
を
い
ち
早
く
開
設
い
た
し

ま
し
た
。 

現
在
、
国
に
お
い
て
保
健
所
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、

保
健
所
が
関
与
せ
ず
に
医
師
の
判
断
に
基
づ
き
、
地
域
の
医

療
機
関
で
検
査
を
行
え
る
仕
組
み
が
検
討
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
本
区
に
お
い
て
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」

の
疑
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
受
け
る

ま
で
に
時
間
が
か
か
る
状
況
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
本
年
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４
月
下
旬
に
、
い
ち
早
く
地
域
医
師
会
と
病
院
の
ご
協
力
の

も
と
、
「
九
段
下
仮
設
診
療
所
」
を
設
置
し
、
医
師
が
必
要

と
判
断
し
た
区
民
の
方
が
、
確
実
に
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
が
受
け
ら

れ
る
体
制
を
整
え
ま
し
た
。
本
年
９
月
７
日
ま
で
に
510
件

を
超
え
る
検
査
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

さ
ら
に
、
区
民
の
命
と
健
康
を
守
る
地
域
医
療
を
担
う
医

師
会
や
歯
科
医
師
会
並
び
に
薬
剤
師
会
に
対
し
て
、
感
染
対

策
の
充
実
と
安
定
的
な
医
療
提
供
の
継
続
の
た
め
に
区
独

自
の
支
援
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
本
区
で
は
、
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
等
の
施

設
は
も
と
よ
り
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
事
業
所
等
を
含
め
、
高
齢

者
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

介
護
事
業
者
に
対
し
て
独
自
に
経
営
支
援
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
加
え
て
、
再
び
感
染
者
数
が
増
加
し
て
き
た
７
月
以

降
は
、
重
症
化
リ
ス
ク
の
高
い
高
齢
者
の
感
染
予
防
の
た

め
、
国
や
東
京
都
、
他
自
治
体
に
先
駆
け
、
無
症
状
の
新
規

入
所
者
と
施
設
職
員
を
対
象
と
し
た
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
実
施
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し
て
お
り
ま
す
。
施
設
職
員
の
検
査
は
概
ね
３
か
月
サ
イ
ク

ル
で
継
続
し
た
検
査
を
行
う
と
と
も
に
、
今
後
、
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
等
居
宅
事
業
所
の
職
員
に
も
対
象
を
拡
大
す
る
検

討
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
区
の
取
り
組
み
を
受

け
、
東
京
都
に
お
い
て
も
同
様
の
施
策
の
補
正
予
算
が
編
成

さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
子
ど
も
に
関
す
る
対
応
と
し
て
は
、
国
の
緊
急
事

態
宣
言
の
間
、
児
童
・
生
徒
が
計
画
的
に
学
習
を
進
め
ら
れ

る
よ
う
、
学
習
課
題
の
配
付
の
ほ
か
、
各
学
校
・
園
か
ら
、

定
期
的
に
家
庭
に
連
絡
を
し
、
学
校
や
園
、
担
任
と
の
つ
な

が
り
を
実
感
で
き
る
よ
う
、
対
策
を
講
じ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
学
校
や
園
の
再
開
後
は
、
い
わ
ゆ
る
「
三
密
状
態
」
を

完
全
に
回
避
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
り
ま
す
が
、
児
童
・

生
徒
の
健
康
状
態
の
把
握
、
衛
生
習
慣
の
習
得
、
衛
生
環
境

の
確
保
な
ど
可
能
な
限
り
の
感
染
防
止
対
策
に
努
め
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
今
後
の
再
拡
大
に
備
え
、
「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
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ク
ー
ル
構
想
」
の
実
現
を
加
速
さ
せ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
や

相
談
環
境
の
整
備
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
講
じ
て
ま
い

り
ま
す
。 

 

一
方
、
経
済
活
動
に
つ
い
て
は
、
人
の
暮
ら
し
を
支
え
る

も
の
で
あ
り
、
感
染
症
防
止
と
の
両
立
を
さ
せ
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

本
区
で
は
、
今
年
３
月
か
ら
個
店
や
中
小
企
業
の
経
済
支

援
を
行
う
た
め
、
500
万
円
の
緊
急
融
資
を
実
施
し
、
そ
の

後
、
議
会
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
融
資
枠
を
１
千
万
円
に
拡

大
す
る
な
ど
、
迅
速
な
対
応
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
こ
の
結

果
、
区
の
緊
急
融
資
を
含
め
た
制
度
の
利
用
件
数
は
500
件

を
超
え
る
な
ど
、
多
く
の
事
業
者
に
利
用
さ
れ
て
お
り
ま

す
。 ま

た
、
財
務
基
盤
が
ぜ
い
弱
な
小
規
模
企
業
者
に
対
し
、

別
枠
の
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
、
有
利
な
条
件
の
融
資
制
度
を
新

設
す
る
と
と
も
に
、
新
し
い
生
活
様
式
に
沿
っ
た
対
応
を
と
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る
区
内
商
工
関
係
団
体
の
活
動
を
支
援
す
る
事
業
に
も
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
去
る
８
月
11
日
か
ら
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
予
防
対
策
」
に
取
り
組
む
区
内
飲
食
店
に
ス
テ
ッ

カ
ー
を
交
付
す
る
区
独
自
の
「
千
代
田
区
新
し
い
日
常
店
」

と
い
う
認
証
制
度
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。 

 

区
は
、
こ
れ
ま
で
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
」
に

つ
い
て
、
刻
々
と
変
化
す
る
状
況
を
見
極
め
な
が
ら
適
時
対

応
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
感
染
症
と
の

闘
い
に
未
だ
終
わ
り
は
見
え
ま
せ
ん
。 

こ
の
先
の
未
来
の
た
め
に
、
ま
ず
は
、
区
民
の
命
と
健
康

を
守
り
、
区
民
の
生
活
や
経
済
活
動
を
支
え
る
た
め
、
引
き

続
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 
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Ⅰ
 

「
令
和
元
年
度
の
決
算
状
況
」
に
つ
い
て 

 

次
に
、
令
和
元
年
度
決
算
状
況
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

令
和
に
入
り
初
と
な
る
本
区
の
令
和
元
年
度
決
算
も
、
人

口
の
堅
調
な
伸
び
に
あ
わ
せ
て
歳
入
が
伸
び
て
お
り
、
一
般

会
計
及
び
特
別
会
計
の
合
計
は
715
億
円
余
に
上
り
、
前
年

度
と
の
比
較
で
は
５
億
円
余
の
増
額
と
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
平
成
12
年
度
決
算
か
ら
他
の
地
方
自
治
体
に
先

駆
け
て
作
成
し
、
そ
の
後
、
平
成
28
年
度
決
算
か
ら
、
総

務
省
が
示
し
た
「
統
一
的
な
基
準
」
に
よ
り
作
成
し
て
い
る

財
務
諸
表
の
う
ち
、
現
金
の
出
入
り
が
わ
か
る
「
資
金
収
支

計
算
書
」
か
ら
算
出
し
た
令
和
元
年
度
の
財
政
の
健
全
化
を

示
す
「
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
」
、
い
わ
ゆ
る
、
行
政
サ

ー
ビ
ス
に
関
す
る
経
費
を
税
収
等
で
賄
え
て
い
る
か
ど
う

か
を
示
す
指
標
で
は
、
53
億
円
余
と
な
り
、
前
年
度
か
ら
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約
50
億
円
増
額
の
黒
字
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
れ
ら
い
ず
れ
の
数
値
を
見
て
も
、
令
和
元
年
度
の
本
区

の
財
政
運
営
状
況
は
健
全
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
安
定
的
な

財
政
基
盤
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。 

 

一
方
、
歳
出
決
算
に
つ
い
て
は
、
施
設
整
備
等
の
遅
れ
に

よ
る
事
業
の
影
響
に
よ
り
、
前
年
度
に
比
べ
て
執
行
率
が
３

ポ
イ
ン
ト
低
下
す
る
と
と
も
に
、
100
億
円
超
の
不
用
額
が

生
じ
る
こ
と
と
な
り
、
近
年
で
も
最
も
低
い
執
行
率
と
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
り
、
普
通
会
計
ベ
ー
ス
で
の
歳

入
歳
出
の
差
し
引
き
か
ら
翌
年
度
に
繰
り
越
す
べ
き
財
源

を
除
い
た
実
質
収
支
は
19
億
円
余
と
な
り
、
実
質
収
支
比

率
も
前
年
度
か
ら
1.9
ポ
イ
ン
ト
押
し
上
げ
る
結
果
と
な
っ

た
も
の
で
す
。 

令
和
元
年
度
の
事
業
執
行
に
つ
い
て
は
、
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
の
影
響
を
ほ
ぼ
受
け
て
い
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
執
行
率
が
低
下
し
た
要
因
は
、
工
事
の
進
捗
に
よ



- 10 - 

 

る
影
響
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

そ
の
た
め
、
早
急
に
各
事
業
の
執
行
状
況
の
精
緻
な
分
析

を
行
う
と
と
も
に
、
改
め
て
目
的
や
成
果
を
再
確
認
し
た
う

え
で
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
新
し
い
日
常
を
も
見
据
え
て
事

業
内
容
を
見
直
し
、
執
行
率
の
向
上
も
含
め
来
年
度
予
算
編

成
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
歳
入
に
お
い
て
は
、
近
年
の
国
に
よ
る
都
市
か
ら

地
方
へ
の
財
源
移
転
を
目
的
と
し
た
不
合
理
な
税
制
改
正

に
よ
る
影
響
が
下
げ
止
ま
り
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
も
の

の
、
令
和
２
年
度
か
ら
は
法
人
住
民
税
の
一
部
国
税
化
の
拡

大
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
減
収
が
進
む
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま

す
。 こ

う
し
た
国
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
特
別
区
長
会

や
東
京
都
と
も
連
携
し
、
区
議
会
の
皆
様
と
も
足
並
み
を
揃

え
て
、
国
へ
の
働
き
か
け
を
継
続
さ
せ
て
ま
い
り
ま
す
。 
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Ⅱ
 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
踏
ま
え
た 

今
後
の
財
政
運
営
」
に
つ
い
て 

 

次
に
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
」
を
踏
ま

え
た
今
後
の
財
政
運
営
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
の
感
染
拡
大
に
よ

り
、
次
第
に
そ
の
影
響
度
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。 中

で
も
経
済
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
先
日
、
内
閣
府

が
発
表
し
た
今
年
４
月
か
ら
６
月
の
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
速

報
値
で
は
、
前
期
比
年
率
27.8
％
減
と
報
じ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
平
成
21
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
時
の
17.8
％
減
を

大
き
く
上
回
る
数
値
で
あ
り
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
」
の
拡
大
同
様
、
ま
さ
に
未
曾
有
の
事
態
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。 
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地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
に
お
い
て
も
、
経
済
活
動
の

停
滞
は
、
法
人
住
民
税
へ
の
影
響
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
区

民
税
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
必
至
で
あ
り
、
区
の
歳
入

の
大
幅
な
減
少
に
つ
な
が
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。 

 

「
特
別
支
援
給
付
金
」
の
財
源
は
、
区
民
の
皆
さ
ん
の
不

断
の
努
力
を
も
っ
て
積
み
立
て
て
き
た
財
政
調
整
基
金
か

ら
、
80
億
円
を
超
え
る
額
を
充
て
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し

た
。 こ

の
財
政
調
整
基
金
を
は
じ
め
と
し
た
基
金
残
高
の
総

額
は
、
令
和
元
年
度
決
算
で
は
１
千
186
億
円
余
と
な
り
ま

し
た
。 

基
金
に
つ
い
て
、
私
は
、
現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
の
よ
う
な
非

常
事
態
に
お
い
て
、
区
民
生
活
を
し
っ
か
り
と
支
え
る
た
め

に
は
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
、
こ
れ
ま
で

積
み
上
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

今
後
も
第
３
波
・
第
４
波
と
い
っ
た
感
染
拡
大
が
懸
念
さ
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れ
る
中
で
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
」
に
多

額
の
予
算
を
投
じ
る
こ
と
は
、
私
自
身
、
非
常
に
難
し
い
判

断
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

し
か
し
な
が
ら
、
区
民
の
皆
さ
ん
の
貴
重
な
税
金
を
も
と

に
積
み
立
て
て
き
た
区
の
基
金
に
よ
り
、
今
、
こ
の
事
態
を

乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
が
、
税
金
の
価
値
あ
る
使
い
方
だ
と

認
識
し
最
終
的
に
決
断
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
特
別
支
援
給
付
金
」
以
外
に
も
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
」
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
区
職
員
が
全

力
で
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
が
、
中

で
も
保
健
所
は
不
眠
不
休
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ

ど
の
対
応
を
続
け
て
お
り
ま
す
。 

区
で
は
、
第
２
回
区
議
会
定
例
会
に
お
い
て
区
民
の
生
命

と
健
康
を
守
る
こ
と
を
第
一
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
防
止
策
」
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

あ
ら
ゆ
る
対
策
の
中
心
と
な
る
保
健
所
は
、
引
き
続
き
収
束
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に
向
け
て
膨
大
な
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
こ
れ
か
ら
冬
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
懸
念
さ
れ
る

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
の
再
拡
大
へ
の
対
応
に

加
え
、
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
へ
の
対
応
も
必
要
と
な
っ
て

く
る
と
考
え
ま
す
。 

区
で
は
、
こ
れ
ま
で
高
校
生
以
下
の
お
子
さ
ん
や
高
齢
者

へ
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
全
額
助
成
で
実
施
し

て
き
ま
し
た
が
、
助
成
対
象
者
の
拡
大
等
の
課
題
が
ご
ざ
い

ま
す
。 

感
染
症
の
危
機
か
ら
区
民
を
守
り
な
が
ら
、
保
健
衛
生
業

務
を
着
実
に
遂
行
し
、
課
題
解
決
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
、

最
前
線
で
対
応
し
て
い
る
職
員
の
意
見
を
十
分
に
把
握
し

な
が
ら
、
保
健
所
の
体
制
強
化
に
向
け
た
、
適
時
適
切
な
対

応
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
」
に
つ
い
て
は
、
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第
２
回
区
議
会
臨
時
会
に
お
い
て
第
３
号
補
正
予
算
の
附

帯
決
議
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
附
帯
決
議

の
内
容
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
可
及
的
速
や
か
に
対
応
し
て

い
く
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
対
策
に
と
ど
ま
る
こ
と
な

く
、
引
き
続
き
必
要
な
予
算
を
投
じ
、
区
民
の
安
全
・
安
心

を
確
保
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
と
お
り
、
本
区
の
財
政

運
営
は
健
全
な
が
ら
も
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」

の
影
響
を
受
け
て
、
今
後
の
歳
入
の
見
通
し
は
予
断
を
許
さ

な
い
状
況
を
迎
え
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
『
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
』
、
『
ア

フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
』
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
生
活
の
常
識

と
は
異
な
る
、
新
し
い
生
活
様
式
に
対
応
し
た
対
策
を
図
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
た
め
の
財
政
投
入
が

必
要
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。 

本
区
の
財
政
状
況
は
、
こ
う
し
た
社
会
の
変
革
に
よ
る
影



- 16 - 

 

響
を
受
け
、
不
測
の
事
態
が
生
じ
る
こ
と
を
考
え
ま
す
と
決

し
て
楽
観
視
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

今
年
度
予
算
編
成
時
に
お
示
し
し
た
「
今
後
10
年
間
の

財
政
見
通
し
」
に
よ
れ
ば
、
令
和
２
年
度
予
算
を
起
点
と
し
、

10
年
後
の
令
和
11
年
度
末
に
は
、
基
金
残
高
が
518
億
円
に

な
る
と
試
算
い
た
し
ま
し
た
。 

し
か
し
、
今
年
度
は
既
に
「
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策
」

の
補
正
予
算
を
編
成
す
る
た
め
、
財
政
調
整
基
金
か
ら
100

億
円
以
上
の
繰
り
入
れ
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

こ
う
し
た
緊
急
対
応
に
よ
り
、
財
政
見
通
し
に
よ
る
10

年
後
の
基
金
残
高
は
目
減
り
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
一

方
で
、
住
民
税
の
フ
ラ
ッ
ト
化
や
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
時
も

含
め
た
決
算
ベ
ー
ス
で
見
て
も
過
去
10
年
の
間
、
実
質
収

支
額
が
本
年
度
同
様
の
毎
年
20
億
円
で
推
移
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
仮
に
今
後
10
年
間
を
試
算
す
る
と
、
一
定
額
を

基
金
に
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
認
識
し
て
お

り
ま
す
。 
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こ
れ
は
、
事
務
執
行
の
効
率
化
な
ど
の
内
部
努
力
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
強
固
な
財
政
基
盤
を
持
ち
な
が

ら
も
、
甘
ん
ず
る
こ
と
な
く
堅
実
に
区
政
運
営
を
継
続
し
て

き
た
証
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
今
日
の
安
定
的
な
財
政
状
況
に
至
る
ま
で
の
間
、

さ
ま
ざ
ま
な
改
善
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

20
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
平
成
12
年
度
決
算
で
は
、

経
常
収
支
比
率
は
88.5
％
と
な
り
、
当
時
、
23
区
中
、
上
か

ら
９
番
目
と
い
う
高
い
数
値
と
な
っ
て
お
り
、
経
常
的
な
歳

入
の
多
く
が
、
経
常
的
な
経
費
に
消
費
さ
れ
て
お
り
、
財
政

の
硬
直
化
が
進
ん
で
い
る
状
態
で
し
た
。 

ま
た
、
歳
出
に
占
め
る
人
件
費
の
割
合
は
、
34.7
％
と
な

り
、
区
民
税
な
ど
の
一
般
財
源
の
お
よ
そ
３
分
の
１
以
上
が

人
件
費
に
支
出
さ
れ
て
お
り
、
新
規
事
業
に
経
費
を
充
て
る

こ
と
が
難
し
い
状
況
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

そ
の
た
め
、
平
成
13
年
度
に
は
、
全
国
に
例
の
な
い
「
千



- 18 - 

 

代
田
区
行
財
政
改
革
に
関
す
る
基
本
条
例
」
を
制
定
し
、
経

常
収
支
比
率
85
％
程
度
、
人
件
費
比
率
25
％
程
度
と
い
う

具
体
的
な
数
値
目
標
を
設
定
し
、
以
降
、
目
標
達
成
の
た
め

に
努
力
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

こ
れ
に
よ
り
、
令
和
元
年
度
決
算
で
は
、
経
常
収
支
比
率

は
72.7
％
、
人
件
費
比
率
に
至
っ
て
は
19.3
％
と
、
数
値
目
標

の
範
囲
内
を
維
持
し
て
お
り
、
柔
軟
性
あ
る
財
政
が
実
現
で

き
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
予
算
ベ
ー
ス
に
よ
る
試
算

の
基
金
残
高
を
維
持
・
向
上
で
き
る
よ
う
、
ま
た
、
今
後
も

引
き
続
き
、
安
定
し
た
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で

き
る
よ
う
、
歳
入
確
保
に
向
け
た
取
り
組
み
の
ほ
か
、
施
策

の
見
直
し
や
再
構
築
な
ど
を
進
め
、
さ
ら
な
る
強
固
な
財
政

基
盤
の
確
立
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 
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Ⅲ
 

そ
の
他 

 

次
に
、
熱
中
症
対
策
と
台
風
災
害
に
備
え
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。 

 

〇
熱
中
症
対
策
に
つ
い
て 

 

関
東
地
方
の
今
年
の
梅
雨
明
け
は
８
月
１
日
で
、
平
年
よ

り
11
日
遅
い
と
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
梅
雨
明
け
後
は
、
猛

暑
日(

気
温
35
度
以
上
の
日)

が
続
き
、
同
月
17
日
に
は
静

岡
県
浜
松
市
で
国
内
観
測
史
上
最
高
気
温
に
並
ぶ
41.1
度
を

観
測
さ
れ
ま
し
た
。 

更
に
は
、
東
京
都
心
の
８
月
の
猛
暑
日
は
計
11
日
と
な

り
、
1875
年
（
明
治
８
年
）
の
統
計
開
始
以
来
最
多
と
な
っ

た
と
の
こ
と
で
す
。 

 

気
温
の
高
温
化
は
、
地
球
温
暖
化
や
都
市
化
な
ど
の
要
因
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が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
気
温
30
度
以
上
の
日
の
「
真
夏
日
」

や
同
35
度
以
上
の
日
の
「
猛
暑
日
」
が
続
き
ま
す
と
、
「
熱

中
症
」
に
よ
る
救
急
搬
送
も
日
を
増
す
ご
と
に
増
え
て
い
る

状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

総
務
省
消
防
庁
に
よ
り
ま
す
と
、
８
月
10
日
か
ら
16
日

ま
で
の
１
週
間
に
「
熱
中
症
」
で
救
急
搬
送
さ
れ
た
方
は
、

全
国
で
今
年
最
多
の
１
万
２
千
804
人
と
な
り
、
こ
の
間
、

都
内
だ
け
で
も
１
千
574
人
で
１
日
あ
た
り
224
人
以
上
に
も

な
り
、
昨
年
同
時
期
と
比
べ
ま
す
と
、
全
国
で
1.7
倍
、
都

内
で
2.3
倍
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

未
だ
残
暑
厳
し
い
時
季
が
続
き
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で

マ
ス
ク
の
着
用
や
３
つ
の
密
を
避
け
る
な
ど
の
行
動
を
続

け
な
が
ら
、
区
内
35
か
所
に
設
置
し
た
「
ひ
と
涼
み
ス
ポ

ッ
ト
」
の
活
用
や
、
こ
ま
め
な
水
分
補
給
を
行
う
な
ど
に
よ

り
、
「
熱
中
症
」
に
な
ら
な
い
よ
う
努
め
て
い
た
だ
き
た
い

と
存
じ
ま
す
。 
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な
お
、
今
年
も
「
熱
中
症
」
の
リ
ス
ク
が
高
い
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
85
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み

で
暮
ら
し
て
い
る
世
帯
を
対
象
に
個
別
訪
問
し
、
保
健
師
や

看
護
師
、
出
張
所
の
職
員
等
が
「
熱
中
症
」
の
予
防
法
や
対

処
法
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
状
況
に
応

じ
て
、
電
話
や
訪
問
に
よ
り
見
守
り
を
継
続
し
て
お
り
ま

す
。 

 

こ
れ
ら
対
策
が
功
を
奏
し
、
７
月
１
日
か
ら
８
月
末
日
ま

で
の
千
代
田
区
内
３
消
防
署
に
お
い
て
救
急
搬
送
さ
れ
た

区
民
の
方
は
、
わ
ず
か
７
名
と
極
め
て
少
な
い
人
数
に
留
め

る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

気
象
庁
に
よ
り
ま
す
と
、
９
月
も
平
年
よ
り
気
温
の
高
い

日
が
多
く
な
る
見
込
み
で
す
の
で
、
引
き
続
き
、
「
熱
中
症

予
防
対
策
」
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 
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〇
台
風
災
害
に
備
え
て 

 

本
格
的
な
「
台
風
シ
ー
ズ
ン
」
を
迎
え
よ
う
と
す
る
矢
先
、

８
月
下
旬
に
は
「
台
風
９
号
」
が
、
９
月
に
は
「
台
風
10
号
」

が
連
続
し
て
発
生
い
た
し
ま
し
た
。 

特
に
、
「
台
風
10
号
」
に
つ
い
て
は
、
超
大
型
の
台
風

に
発
達
し
、
沖
縄
・
九
州
地
方
に
大
き
な
被
害
を
与
え
ま
し

た
。 こ

れ
ら
の
災
害
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
に
深
く
哀
悼
の

意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
々
に
心
か

ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

本
区
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
に
対
し
、
日
頃
か
ら
警
戒

体
制
を
敷
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

台
風
や
大
雨
に
よ
る
河
川
氾
濫
等
の
災
害
対
策
の
面
で

は
、
昨
年
の
「
東
日
本
台
風
」
を
受
け
、
区
民
の
た
め
の
自
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主
避
難
所
に
つ
き
ま
し
て
、
区
内
６
出
張
所
に
お
い
て
運
用

す
る
こ
と
と
し
、
地
域
の
防
災
活
動
拠
点
に
資
す
る
も
の
と

い
た
し
ま
し
た
。
概
ね
台
風
接
近
の
２
日
前
に
は
区
の
対
応

が
決
定
し
ま
す
の
で
、
安
全
・
安
心
メ
ー
ル
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
に
よ
り
区
民
の
皆
さ
ん
に
情
報
提
供
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
状
況
が
予
測
さ
れ
る
際
に
は
事
前
に

初
動
の
職
員
体
制
を
確
保
し
て
、
万
が
一
に
備
え
て
ま
い
り

ま
す
。 

 

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
の
今
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
防
災

対
策
や
避
難
行
動
に
つ
い
て
も
、
感
染
の
リ
ス
ク
を
考
慮
し

て
見
直
す
必
要
も
あ
り
ま
す
。『
避
難
』
と
は
『
難
』
を
『
避
』

け
る
こ
と
で
あ
り
、
危
険
な
場
所
に
い
る
場
合
は
直
ち
に
逃

げ
る
こ
と
が
第
一
で
す
が
、
安
全
が
確
保
で
き
る
場
合
に
は

自
宅
に
と
ど
ま
る
「
在
宅
避
難
」
や
親
戚
・
知
人
宅
も
避
難

先
と
し
て
検
討
し
て
い
た
だ
く
こ
と
、
ま
た
、
日
頃
か
ら
マ
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ス
ク
や
消
毒
液
な
ど
を
備
蓄
し
て
い
た
だ
く
こ
と
な
ど
も
、

併
せ
て
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
行
政
だ
け
で
防
災
・
減
災
を
実
現
す
る
こ
と

に
は
限
界
も
あ
り
、
平
常
時
か
ら
「
自
助
」
に
よ
る
対
策
と

と
も
に
、
千
代
田
区
で
暮
ら
し
、
活
動
す
る
す
べ
て
の
方
々

が
相
互
に
助
け
合
い
、
支
え
合
う
「
協
助
」
の
仕
組
み
が
不

可
欠
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
仕
組
み
と
併
せ
て
区
の
役
割

で
あ
る
「
公
助
」
と
し
て
の
情
報
収
集
・
発
信
、
関
係
機
関

と
の
連
携
を
強
化
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

  Ⅳ
 

議
案 

 

最
後
に
、
今
回
提
案
い
た
し
ま
し
た
諸
議
案
等
に
つ
い
て

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

ま
ず
、
決
算
案
件
と
い
た
し
ま
し
て
、 
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●
令
和
元
年
度
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

が
ご
ざ
い
ま
す
。 

次
に
、
条
例
関
係
で
あ
り
ま
す
が
、 

●
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
、
５
件
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
契
約
案
件
で
あ
り
ま
す
が
、 

●
特
別
区
道 

千
第
578
号
（
多
町
大
通
り
南
）
及
び
周
辺
道

路
の
電
線
類 

地
中
化
事
業
の
委
託
に
関
す
る
施
行
協
定

の
締
結
に
つ
い
て
、
１
件
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
ほ
か
、 

●
財
産(

建
物)

の
取
得
に
つ
い
て
、
１
件
、 

●
千
代
田
万
世
会
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
、 

１
件
、 

 

ま
た
、
報
告
関
係
と
し
て
、 

●
令
和
元
年
度 

財
政
健
全
化
判
断
比
率
に
つ
い
て
、 
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１
件
で
、 

 

●
今
回
の
付
議
案
件
は
、
合
わ
せ
て
10
件
で
あ
り
ま
す
。 

 

何
と
ぞ
、
慎
重
な
ご
審
議
の
上
、
原
案
ど
お
り
ご
議
決
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
令
和
２
年
第
三
回
区
議
会
定
例
会

の
開
会
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 

 



発言通告書（総括表） 
令和２年第３回定例会 代表質問 

教 育 委 員 会 資 料 
令和２年９月２３日 

子 ど も 総 務 課 

№ 発 言 者 発 言 事 項 発 言 要 旨 
答弁を 

求める者 

１ 
林議員 

（自民） 

残り任期は「従心」でとした石

川区長の判断の数々 

 

 

 

７月６日、日程にない東京都知

事との会談 

 

 

残り任期４か月となる石川区

政の決算審査 

 

 

新型コロナウイルス感染症対

策と予算編成 

 

 

６期目の区長選挙に出馬する

のか？ 

 

 

これからの千代田区 

〇職員に勤務時間中に必勝為書きを書かせた「従心」と減給一か月 10％とした判断 

〇保健福祉部長のみ定年延長とした「従心」と判断 

〇解散通知した責任と判断 

〇百条調査を違法とした意見書提出した責任と判断 

 

〇東京都知事とは、誰が同席し何を話したのか？ 

〇なぜ知事日程、区長日程に記載されていないのか？ 

〇情報公開は東京大改革でないのか？ 

 

〇過去 10年間の決算審査状況 

〇令和元年度決算審査と石川区長の政治姿勢 

〇石川区政 20年の成果の振り返りについて 

 

〇これまでの補正予算は一貫性がなく場当り的では？ 

〇附帯決議の受け止めは？ 

〇令和３年度予算編成をするのか？ 

 

〇第４次補正予算を提案するのか？ 

〇百条委員会の調査に協力するのか？ 

〇議会は存在しないと宣言した結果責任は？ 

 

〇千代田区第４次基本構想策定に向けて 

区 長 

教 育 長 

関係理事者 

２ 木村議員 

（共産） 

（１）新型コロナウイルス感染

症対策について 

 

 

①保健所体制の強化を 

②ＰＣＲ検査の強化を 

③くらしと営業への継続的支援を 

④財源の確保について 

区 長 

教 育 長 

関係理事者 



発言通告書（総括表） 
令和２年第３回定例会 代表質問 

教 育 委 員 会 資 料 
令和２年９月２３日 

子 ど も 総 務 課 

№ 発 言 者 発 言 事 項 発 言 要 旨 
答弁を 

求める者 

２ 木村議員 

（共産） 

（２）新型コロナ・パンデミッ

クは社会の脆弱性を明らかに

した。その背景にある新自由主

義路線の破たんは千代田区政

にどうあらわれているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）改めて飯田橋駅西口再開

発事業について 

①人件費問題 

「官から民へ」の政策は官製ワーキングプアをつくった。 

指定管理者の人件費算定の引き上げを。 

②教育問題 

中学校の学校選択制は、教育環境の悪化をもたらしかねない。教育の機会均等の視点で

選択制の見直しを。 

③住宅問題 

住まいを市場原理にゆだねた結果、住み続けられない区民がうまれている。借上げを含

む公共住宅供給を。 

④まちづくり問題 

都市計画の規制緩和は東京一極集中をもたらし、コロナ感染者の増大など災害リスクを

高めた。まちづくりを大企業の利潤追求の道具としないため市民参加を徹底するしくみづ

くりを。 

 

広場１号設置の経過とそれに伴う容積率の割増分など 

 

区 長 

教 育 長 

関係理事者 

３ 
米田議員 

（公明） 

新型コロナウイルス感染症対

策について 

 

 

 

 

重層的支援体制整備事業につ

いて 

●行政のデジタル化について 

●災害対策について 

●経済対策について 

●コロナ禍でのインフルエンザ対策について 

●コロナ禍での公共事業等について 

 

先の国会では、三つの支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が新たに創設され

ることになった。そこで来年４月からスタートする重層的支援体制整備事業について、区

として積極的に取り組んでいくことが必要と考える。どのように取り組んでいくのか。 

ご所見は。 

区 長 

教 育 長 

関係理事者 

 



発言通告書（総括表） 
令和２年第３回定例会 一般質問 

№ 発 言 者 発 言 事 項 発 言 要 旨 
答弁を 

求める者 

１ 
河合議員 

（自民） 

新型コロナウイルス感染症に

学ぶ「新しい生活様式」と自治

体業務 

厚生労働省が公表した「新しい生活様式」の(4)「働き方の新しいスタイル」について、本

区のアフターコロナの新常態を見据えた行政戦略を問う。 区    長 

関 係 理 事 者 

２ 
大串議員 

（公明） 

１．新しい生活様式の定着へ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．GIGA スクール構想の実現
へ 

1) 新しい生活様式の定着とは直接は感染拡大防止にあるが、今回のコロナ危機を変革への
契機と捉え区政や社会の構造改革まで含めたものとして捉え進めてはどうか。 

  そこで、改めて新しい生活様式の定着とは何か、その意味するところについて基本的な
考え方を問う。 

2) また、そのことを具体的に検討・推進する庁内横断的なチームが必要だがどう体制を組
むのか。 

3) この新しい生活様式の定着は行政だけではできない。区民の協力もいただき一丸と  
なって取り組まなくてはできない。そこで、定着への指針を策定してはどうか。また、わ
かりやすい実行計画の策定も合わせて提案する。 

  ウィズコロナ時代の道標である。所見は。 
 
1) GIGAスクール構想の意義と目的は何か。 
2) 「子どもの特性に適した学び」にオンライン学習が有効だが具体的にどう行っていくの
か。 

  特に、特別支援学級適応指導教室「白鳥教室」での学習や不登校児童生徒の自宅での学
習に合理的配慮がなされたオンライン学習が重要である。それぞれどう行っていくのか。 

  またそのようなオンライン学習ができれば授業として認めてはどうか。 

区    長 

教 育 長 

関 係 理 事 者 

３ 
永田議員 

（自民） 

感染症検査体制の優先順位に 

ついて 

 

 

 

レジ袋の有料化について 

 世田谷区がＰＣＲ検査を「いつでも、だれでも、何度でも」という方針を出したが、感染

リスクが低い無症状者にまで広げる必要はない。重症化リスクの高い 70歳以上、持病のあ

る方を優先した検査体制の拡充が必要である。今後は新型コロナを指定感染症から外し、

インフルエンザ等、他の感染症と同様にした上で対策を強化していくべきではないか。 

 

 7月 1日からレジ袋有料化が始まったが問題点が多い。 

 石油精製過程の副産物であるポリエチレンからできたレジ袋は衛生的で便利だと生活に

欠かせないものとなっている。推奨されるエコバッグは衛生面の問題、万引き増加、無料

ポリ袋の大量消費につながり不便になっただけでレジ袋の総量は減らず環境保護やエコに

つながっていないとの指摘もある。エコバッグ推奨には注意が必要でレジ袋の活用も含め

た対策を考えるべきではないか。 

区    長 

関 係 理 事 者 



発言通告書（総括表） 
令和２年第３回定例会 一般質問 

№ 発 言 者 発 言 事 項 発 言 要 旨 
答弁を 

求める者 

４ 
小枝議員 

（声） 

ポストコロナ社会へ 

タワ一型まちづくり「事後検

証」の必要性 

 

建築ルールの見直しへ 

1)神田錦町・旧東京電機大学跡地 

 「神田スクエア」の場合 

2)飯田橋駅西口「通称サクラテラス」の場合 

 

住民に寄り添うルールに改正を。 

新宿区と比較しても千代田区の条例は地域住民に厳しい。改善の意向は。 

区    長 

関 係 理 事 者 

５ 
長谷川議員 

（紡ぐ会） 

・子どもたちの給食に有機・無

農薬食材の使用と、コロナ収

束まで給食費を無償化に。食

育の一環として保護者に情

報提供を実施してはいかが

か。 

 

・ミツバチの大量死や失踪に

関わると言われているネオ

ニコチノイド系薬剤につい

て、千代田区内の使用状況を

問う。 

・ネオニコチノイド等の残留農薬により、子どもたちの発達やアレルギー・化学物質過敏

等の体調不安が懸念されている。子どもたちのからだをつくる大切な食事の 1 食である

給食の食材を有機・無農薬の米・野菜・果物を使用し、新型コロナウイルス感染症が収束

するまで給食費を無償化にするべきではないか。また、安心・安全な食材について家庭で

考える機会となるよう、保護者への情報提供を実施してはいかがか。 

 

 

・千代田区内の樹木や街路樹に薬剤を使用しているか。家庭菜園や、ベランダ・屋上で野

菜作りをしている状況を把握しているか。区内で使用している薬剤が、ネオニコチノイ

ド系であれば、別の薬剤を検討するべきではないか。 

区    長 

教 育 長 

関 係 理 事 者 

６ 
たかざわ議員 

（自民） 

「千代田区生活環境条例」の適

用について 

最近、街中のゴミのポイ捨てが目に付く、タバコはもちろん、空き缶、ペットボトルやマ

スクまで様々なものが捨てられている。新型コロナウイルス感染防止のため、新しい生活

様式が求められる中、生活環境条例を用いての対応が必要ではないかと思われるが、見解

を問う。 

区    長 

関 係 理 事 者 

７ 
岩佐議員 

（立憲） 

1.不動産無償貸付による団体

支援のあり方について 

 

2. Withコロナ、 Afterコロナ

時代の個人情報保護制度に

ついて 

1. 団体の財源確保目的で区有財産を貸し付ける手法について、その手続きと事後評価を問

う。 

 

2. コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、自治体が個人情報を取り扱う機会が増えて

いる。新しい生活様式に対応するための対策も含め、 Withコロナ、Afterコロナ時代に

おける個人情報保護制度について問う。 

区    長 

関 係 理 事 者 
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№ 発 言 者 発 言 事 項 発 言 要 旨 
答弁を 

求める者 

８ 
池田議員 

（自民） 

・ながらスマホ禁止に向けて 

 

 

・安心安全な食の環境を 

・区内での「ながらスマホ」による事故やトラブルをなくすため、啓発など意識向上に向

けた対応を求める。千代田区独自の条例制定に向けた検討を始める時期ではないか。 

 

・新年会に向け三密を回避した会場設営や食事の提供が課題となっている。ホテルや宴会

場施設で実施できるよう区としての安心安全なガイドラインの明示を求める。 

区    長 

関 係 理 事 者 

９ 
内田議員 

（自民） 

１．都市計画マスタープランの 

改定について 

 

 

 

２．低未利用区有施設の有効活

用について 

・コロナと共生した都市計画マスタープランヘ 

・都市計画マスタープラン改定と地区計画 

・地区計画における合意形成をどう図るのか 

・区長の任期と都市計画マスタープランの整合性 

 

・有効活用に向けどの様な議論がなされているのか 

・新型コロナ対策の一環とした有効活用のご提案 

区    長 

関 係 理 事 者 

10 
うがい議員 

（自民） 

住み続けられる千代田  住み続けられる千代田として様々なケアをしている中で、新成人以降の若者、特に社会人

になる就活世代へのケアについて 

 今年の成人式に参加した学年は来年就職活動となります。コロナにより今年の就職活動の

在り方に影響を与えましたが、来年は就職数自体にも影響を与えかねません。 

「コロナによるロスジェネを作らない」と言ったら言い過ぎかもしれませんが、「住み続け

られる千代田」の節目にあたる就活を含めた社会人になる世代のケアをどう考えているの

かお聞かせください。 

区    長 

関 係 理 事 者 

11 
牛尾議員 

（共産） 

①新型コロナウイルス感染症

に対応した学校の運営につ

いて 

 

 

②新型コロナウイルス感染症

で影響を受けている事業者

への継続的な支援について 

・現在の小中学校で児童・生徒の「密」の現状はどうなっているのか。 

・「密」を避けるためにも、子どもたち一人ひとりに寄り添った教育のためにも、今こそ少

人数学級に踏み出す時だと考えるが教育長の認識を聞く。 

・都や国へ少人数学級に踏み出すよう区として要請することを求めるとともに、区独自の

施策を求める。 

・コロナ禍のもと事業者への支援やくらしを支えるために消費税の減税が必要だと思う

が、区長の考えを聞くとともに消費税減税を国に要請することを求める。 

・ 第 2回区議会臨時会で成立した商工融資事業について。 

・ 区内事業者を継続的に支援するために学校給食の主食の食材購入を区内事業者から行

うことなどを求める。 

区    長 

教 育 長 

関 係 理 事 者 
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12 
飯島議員 

（共産） 

1)災害時に、誰ひとり取り残

さない避難支援を 

 

 

 

2)次世代育成住宅助成の改善

を 

災害被害から要配慮者を守るために必要な避難行動支援について 

 ① 「避難行動要支援者名簿」の実効性ある活用 

 ② 相談支援専門員による、ひとり暮らし高齢者、障がい者など避難行動要支援者の個別

計画の策定など 

 

公共住宅が必要な世帯に対する助成制度の見直しを求める。 

 ① 所得制限の下限の撤廃 

 ② 年数による減額幅 10%を 5%に変更 

 ③ 「親元近居助成」利用後も「区内転居助成」の利用を可能にする 

区    長 

関 係 理 事 者 

13 
西岡議員 

（自民） 

災害対策について 

 

広報広聴施策について 

防災会議での女性委員の構成比率、他 → 女性目線での対策について 

 

①今後の広報の在り方について 

②観光協会や区の案内掲示板、地元企業との効果的な連携について 

③マスコミ対応について 

区    長 

関 係 理 事 者 

14 
小野議員 

（都ファ） 

1、今後の区民サービス向上に

必須となる庁内のデジタル

化推進について 

 

2、LINEの活用で区民との新た

な接点創出と価値を生み出

す取り組みについて 

・所管を超えた取組みや価値共創に必要な環境整備・業務改革の促進。 

・デジタル行政への移行をスピーディーに進めるための組織体制構築と区の姿勢について

問う。 

 

・公式 LINEの登録者数と登録者層を増やす支援策の実施。 

・各種課題解決への積極的な活用の試行と政策形成につながる活用の試み。 

区    長 

関 係 理 事 者 

15 
岩田議員 

（立民） 

輻射熱が街にもたらす影響と、

コロナ禍における高層建築物

など、今後の街づくりの在り方

について 

高層建築物が日中熱を帯び、それによって生じた輻射熱が街にどのような影響を及ぼすの

かを検討し、今後の街づくりにどのように生かすのか。 

また、コロナ禍によって働き方や生活が今までと異なる中で、街づくりをどのように考え

るのか。 

区    長 

関 係 理 事 者 
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16 
桜井議員 

（自民） 

新型コロナウイルス感染症対

策について 

保健所機能の強化をはかるべき 

 ○ 区民の安全・安心と命を守るために、幅広い専門的知識や技術を有する職員のマンパ

ワ一が必要。保健所の職員体制の強化をはかるべき。 

 ○ 新型コロナウイルス感染症への対策は作業スペースや関連機材の確保などハード、ソ

フト両面にわたる対応が求められる。 

 

コロナ禍における弁当の路上販売への区の対応について 

 ○ 車道、歩道、私有地などに車両などを置いて弁当の販売をする移動路上販売に対して

区はどのような監視・指導をしているのか。 

 ○ コロナ禍にあって区内の飲食店は大変厳しい経営を強いられている。来店客に消毒、

マスク、ボード、座る位置まで制限し感染予防に取り組んでいるが移動販売車には予防

対策ができているのか。 

 ○ 高い固定資産税、販売店維持費を負担する区内飲食店が路上販売業者に不満を持つの

は当然。 

 ○ 令和 3年 6月に改正予定の食品衛生法によって路上販売はどのように変わるのか。 

区    長 

関 係 理 事 者 
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共産     木村 正明 議員 代表質問 ２ 

質問要旨 質問要旨 

１ コロナ対策について 

（２）中学校の学校選択制の見直しについて 

 ①教育環境を守るために学校選択制を学校が受け入れ可能な生徒数

の範囲内におさえるべきである。 

答弁者 教育担当部長 

木村議員のご質問のうち、中学校の学校選択制について、お答えいたします。 

中学校の学校選択制については、平成 12 年８月の中学校教育検討会の報告を踏ま

え、平成 14年 11月に教育委員会が「千代田区の中等教育学校将来像」を策定し、平

成 15年度（平成 16年度入学者）から導入しております。これは、学校への競争原理

の導入を意図したものではなく、特色ある学校づくりを推進するために導入したもの

でございます。 

しかしながら、一方で、近年の生徒数の増加や選択校の偏りにより、学級編制に影

響を与えかねない状況も出てきております。 

こうした状況に対応するため、令和３年度の中学校の入学者の決定にあたりまして

は、中学校ごとに受入可能人数（受入可能学級数）及び学校選択基準人数を定め、こ

れをえる選択者があった場合に、本制度の趣旨を尊重することを基本としつつも、千

代田区教育委員会規則に基づく「調整」を実施することを検討しております。 

また、各校の学校選択基準人数は、「調整」の実施についての目安として、九段中等

教育学校及び例年の私立学校等への進学者を踏まえた人数で設定しております。 

いずれにいたしましても、現行の学校選択制度が子どもたちの教育環境に影響を及

ぼさないよう配慮してまいります。 

 

公明    大串 ひろやす 議員 一般質問 ２ 

質問要旨 ＧＩＧＡスクール構想の実現へ 

①ＧＩＧＡスクール構想の意義と目的は何か。また、推進するための

ハード、ソフト、指導体制はどうなっているのか。 

②「子どもの特性に適した学び」にＩＣＴの活用が有効だが具体的に

どう活用していくのか。 

③適応指導教室「白鳥教室」でのＩＣＴを使った特性に適した学びと

しての学習をどのように行うのか。また、不登校児童生徒の自宅での

オンライン学習をどのように行っていくのか。不登校児童生徒のオン

ライン学習を正規の授業として認めてはどうか。 

答弁者 教育担当部長 

大串議員の、「ＧＩＧＡスクール構想」についてのご質問にお答えします。 

ＧＩＧＡスクール構想の意義及び目的についてですが、文部科学省は、一人一台端

末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を要す

る子供を含め、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、

資質・能力が一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境の実現を目指し、令和元年より「Ｇ

ＩＧＡスクール構想」を推進しております。そして、これまでの我が国の教育実践と

最先端のＩＣＴのベストミックスを図ることにより、児童・生徒の力を最大限に引き

令和２年第３回区議会定例会 教育委員会関係質問・答弁概要 

教 育 委 員 会 資 料 

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ３ 日 

子 ど も 総 務 課 
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出すことが意義及び目的となっております。千代田区の子どもたちにも、こうした環

境を整え、未来を生きる力をつけていくことが、これからの千代田区の教育にとって、

大変重要であると考えております。 

また、推進するためのハード・ソフトにつきましては、年内に一人一台環境を整え、

現在の学校環境で活用しているソフトに加え、一斉学習、個別学習、協働学習でより

深い学びとなるツールの導入を予定しております。指導体制につきましては、現在の

オンライン環境を活用し、学習支援用 ICT機器の効果的な活用方法の研修や研究を行

うとともに、実践事例を作成し、ICT機器の利活用を推進してまいります。 

次に、「子どもの特性に適した学び」へのＩＣＴの具体的な活用についてですが、議

員ご指摘のとおり、ＧＩＧＡスクール構想は単に一人一台端末環境を整えることでは

なく、子どもたちが「自分が学びたいこと」を主体的かつ問題解決的に進めるためも

のであると捉えております。具体的には、子どもたちにとっては、自分の学びを発信

し、協働しながら、お互いを尊重するようになるためのツールとして、また、教師に

とっては授業をより魅力的にするためのツールとして活用してまいります。また、特

別支援教育においては、気持ちを伝えることが苦手な児童・生徒がキーボード入力や

スタンプで意志のやり取りをしたり、文字や音が多く、集中できない児童・生徒が映

像や文字、音声などから必要な情報のみを視聴できるよう選択したりするなど、個に

応じた様々な活用を検討しているところです。 

最後に、適応指導教室「白鳥教室」でのＩＣＴの活用及び不登校児童生徒の自宅で

のオンライン学習についてと正規授業として認めてはどうかについてですが、オンラ

イン学習について、本区ではコロナ禍における学びの保障と、子どもと学校とのつな

がりを重視し、５月下旬までに全区立学校で、オンライン学習の環境を迅速に整えま

した。このことにより、当初のねらい以上の有効性も明らかになってきました。不登

校支援もその一つであると捉えています。 

本区の適応指導教室である「白鳥教室」におきましても、希望に応じて在籍する学

級とオンラインでつなぎ、遠隔で授業を受けられるようにする等の活用をしておりま

す。また、ワークシートや授業内容のレジュメ、授業動画などをグループウェアやホ

ームページに掲載し、不登校の児童・生徒も、家庭で学習が進められるよう取り組ん

でおります。さらに、朝の会や授業をオンラインでつないだり、放課後等の時間で個

別にビデオ通話でコミュニケーションを図ったりすることで、学校とのつながりをも

つためのツールとしても活用しております。また、オンライン学習を、授業を受けた

こととして認める扱いにつきまして、文部科学省は、一定の不登校児童・生徒の自立

を助ける支援として有効であると判断する場合に、指導要録上の出席扱いとすること

及びその成果を評価に反映することができると定めています。 

これまでは、この特例を適用するようなケースはありませんでしたが、今後は国や

都の情勢を参考にしつつ、出席の取り扱いについて検討してまいります。 

 

紡ぐ会  長谷川 みえこ 議員 一般質問 ５ 

質問要旨 １ 発達が心配な子どもの増加傾向及び状況を把握しているのか。 

２ 無化学肥料・有機・無農薬食材を利用した給食の提供を強く求め

る。また、新型コロナウイルス感染症が収束するまで給食費を無償化

とすべきである。 

答弁者 教育担当部長 

長谷川議員のご質問のうち、発達が心配な子どもの状況把握、無化学肥料・有機・

無農薬食材を利用した給食の提供及び学校給食の無償化についてお答えいたします。 

初めに、発達が心配な子どもの状況把握についてですが、区内の状況としては、「子

ども発達センター（さくらキッズ）」及び「子どもの健康相談室」や「就園相談・就学
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相談」等の利用者は増加傾向にあります。 

区立小・中学校においては、主に発達障害のある児童・生徒を対象とした特別支援

教室での指導を平成 28 年度から実施しているところですが、初年度小・中学校合わ

せて 54 名であった在籍児童生徒数が本年５月１日現在では、169 名となり大幅に増

加しております。また、知的障害のある特別支援学級に在籍する児童生徒も同様に 17名

から 32 名に増加しているところです。このような状況を踏まえ、引き続き、特別支援教

育等の実施体制を整備し、適切な指導・支援を行うための環境整備に努めてまいります。 

次に、無化学肥料・有機・無農薬食材を利用した給食の提供についてですが、学校

給食で使用する食材の安全性の確保は、何よりも優先すべき重要なことであると認識

しております。現在、学校給食で使用する食材は、国が定めた基準に基づき残留農薬

検査を実施し、合格・登録されたものを使用しており、安全な食材であると考えてお

ります。また、区においても、年に一度、独自に学校給食用のグレープフルーツやバ

ナナ等の輸入品や国産の果物や野菜などについて残留農薬検査を実施し、いずれも基

準値以下の数値となっております。議員ご提案の無化学肥料・有機・無農薬食材を給

食用に使用することにつきましては、学校給食用の食材は、現在も安全であると認識

していることから、特段、ご提案の食材だけを使用することは考えておりません。 

次に、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの給食費の無償化についてですが、

先般の第２回定例会においても答弁しておりますが、学校給食費につきましては、学

校給食法の定めにより、食材費は給食の提供を受ける児童・生徒の保護者にご負担い

ただいております。ただし、その他調理等に関する諸経費は、全額を区が負担してい

ることから、学校給食費の無償化は考えておりません。なお、保護者の給食費の負担

軽減につきましては、１食あたり 30円の補助金を支給しております。 

一方、給食費をはじめとする、学校に通ううえで必要とされる費用を支払うのが困

難な児童・生徒には、就学援助制度がございます。この就学援助については、新型コ

ロナウイルス感染症対策として補正予算をお願いし、拡充しているところでございま

す。今後も、子どもたちにとって、安全で栄養豊かな美味しい学校給食を提供してま

いりますので、ご理解をお願いいたします。 

 

共産   牛尾 こうじろう 議員 一般質問 11 

質問要旨 新型コロナウイルス感染症に対応した学校運営及び学校給食の主食の

購入について 

② 区立学校の「密」状態がどうなっているかつかんでいるか。 

②教員の労働の状況や、消毒等の感染防止など教員のコロナ対策の負

担感などはどうなっているか。また、負担の解消をどのようにしてい

くか。 

②分散登校に対する、教職員の受け止めはどうだったのか聞いている

か。 

③少人数学級の必要性について教育長はどう感じているか。また、千

代田区で少人数学級を実践していく上での課題認識は。 

⑤国へ少人数学級の実現に向けた予算措置を早急に行うことを求める

べきである。 

⑥感染防止及び子どもや教員の負担軽減の観点から、機械的な学級編

制をすべきではない。併せて、区独自に教員を増やして全学年で 35

人学級を実施することを求める。 

⑦学校給食の主食の食材購入を区内の小売店から購入することの検討

を求める。また、給食費の値上がり分の区の補助も併せて求める。 

答弁者 教育担当部長 
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 牛尾議員のご質問のうち、新型コロナウイルス感染症に対応した学校運営及び学校

給食の食材購入についてのご質問にお答えいたします。 

 初めに、区立学校の「密」の状態についてですが、区立学校におきましては、６月

より学校が再開となり、文部科学省や東京都教育委員会からのガイドラインに基づき、

手洗いや咳エチケット、換気の徹底といった基本的な感染症対策に加え、「密閉、密

集、密接」の３密を回避するために、教室内の机の配置を工夫し、ソーシャルディス

タンスを徹底するなど、現在も様々な場面で３密を回避するよう対応しています。 

次に、教員の労働状況、コロナ対策への負担感及びその解消についてですが、教育委

員会では、各校園の管理職から取り組み状況の聞き取りをしたり、指導主事等が日常

的に各校園を訪問し、状況確認、指導・助言を行い現状把握及び対応を行っています。

教員等による消毒作業に対する負担の解消については、外部への委託化等対応を検討

してまいります。 

 次に分散登校についての教職員の受け止めについてですが、教育委員会では、６月

の学校再開に向けて、段階的な学校再開の方法について、学校・園と協議を行いまし

た。分散登校では、同じ授業を同じ時間に違う教室で行うことや、学級全体の連帯感

を醸成することが難しい等の課題提起が教職員からありました。各校園では、まずは

子どもの安全確保、心の安定、感染防止対策を重視し、２週間の分散登校を経て、６

月第３週から通常の教育活動を再開しております。 

次に、少人数学級の必要性及び課題認識についてですが、国においては、政府の教育

再生実行会議ワーキンググループで、少人数学級を「令和のスタンダード」として推

進するよう中間答申をまとめております。また、全国知事会など地方３団体は、少人

数学級の実施に向けて、文部科学省に提言を行っております。こうした流れには、本

区も基本的に反対するものではありません。しかし、実施にあたりましては、教員の

増員や、特に本区の場合は、近年の児童・生徒の増加も相まって、学校施設の整備な

どが大きな課題となると認識しております。 

次に、国に対する予算要望についてですが、特別区教育長会として、令和３年度東京

都教育関係予算への要望事項の中で、少人数学級の実施に向けて「義務教育の充実並

びに義務教育施設の整備」と、東京都からも国に対して要望するよう依頼しておりま

す。さらに、特別区長会としても、国や東京都に対して、新型コロナウイルス感染症

対策や学校施設の整備促進の観点から、財政措置の拡充を要望しております。 

次に、感染防止の観点での学級編制についてですが、現在、学級編制は、国が定める

法律及び東京都の定める「基準」に基づき実施しております。東京都の基準により、

通常は、小・中学校の第１学年のみ 35 人学級のところを、国から措置される教員の

加配を活用し、小学校では第２学年まで実施しております。議員ご提案の区独自の全

学年 35 人学級の実施については、国や都への要望が実現されていない現時点では、

実施は困難であると考えております。 

最後に、学校給食の主食を区内の小売店から購入することについてですが、議員ご指

摘のとおり、学校給食の食材は、各学校において区内事業者から購入しており、区内

事業者への支援につながっていると認識しております。一方、主食である、米とパン・

麺などの小麦粉製品については、東京都学校給食会及び学校給食会指定業者から購入

しているほか、米につきましては、姉妹提携先の秋田県五城目町からも購入しており

ます。学校給食用物資の安定的確保と安全確保、姉妹提携先との連携等を目的として

購入先を選定している現状から、議員ご提案の購入先の変更は困難であり、それに伴

う区の補助についても実施の予定はありません。 

なお、区立保育園・幼稚園・こども園の米を含めた給食の食材につきましては、区内

事業者を中心に区が購入しており、継続的な支援につなげております。 



 

学校施設等の暑さ対策について 

 

 

今年度は学校の夏季休業期間が短く、新型コロナウィルス感染症対策として教室の

換気を行う必要があり、さらには、近年の夏の酷暑を踏まえて、緊急に学校施設等の

暑さ対策を行った。 

 

 

１ 対策内容等 

 （１） 麹町中 

     麹町中（平成２４年竣工）は、先進的なエコスクールとして自然換気を取り入れ

るなど環境に配慮した学校づくりとなっている。 

     新型コロナウィルス対策も踏まえた今夏の暑さ対策には、より一層、生徒への

配慮が求められるところであり、冷風機及びサーキュレーターを緊急に配置した。 

 （２） 千代田小、幼（神田さくら館） 

     神田さくら館冷温水発生機１号機（２台あるうちの１台）が不具合により機能が

低下し、館全体の冷房能力に支障をきたしている。 

     千代田小・幼、児童家庭支援センターそれぞれに扇風機、冷風機等を要望に

より配置した。 

     

２ その他の施設 

   上記２施設に限らず、新型コロナウィルス対策などの影響から各施設から暑さ対

策への要望があり、冷風機や扇風機など対応している。 

 

３ 今後の対応 

・ 麹町中については、次年度以降のため追加の空調機設置を進めることとし、天

井や壁など機器の取り付けが可能かどうか、技術的な視点から検証の上、工事を行

っていく。 

 ・ 千代田小・幼（神田さくら館）については、冷温水発生機の故障対応を行っている

が配管の交換が必要となるため、大規模な修理となり終了は秋になる見込みである。 

教育委員会資料 

令和２年９月２３日 

子 ど も 施 設 課 



 

 

 

和泉小学校・いずみこども園等施設整備について 

 

１ 庁内検討会の設置 

   和泉小学校及びいずみこども園等の施設整備を行うにあたり、隣接する公園や他の

公共施設等と合わせて全庁的に検討していく必要があるため、庁内検討会を設置する。 

庁内検討会委員構成は下記のとおり。 

 

 ２ ワーキンググループの設置 

    昨年度、学校関係者や保護者、地域代表者を中心に少人数による和泉小学校・いず

みこども園等施設整備検討準備会を開催し検討を進めた。 

    この準備会を継続する形で和泉小学校・いずみこども園等施設整備検討ワーキング

グループを設置し検討を進める。 

  ワーキンググループ委員構成は下記のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーキンググループ委員構成 

役職 団体名等 役職名 

委員長 和泉小学校 校長 

副委員長 いずみこども園 園長 

委 員 

和泉小学校 副校長 

和泉小学校ＰＴＡ関係者 

いずみこども園 副園長 

いずみこども園ＰＴＡ関係者 

町会関係者 

学校運営協議会委員 

 

庁内検討会委員構成 

役 職  職  名 

会 長  子ども部教育担当部長 

副会長  子ども部長 

委 員 

 環境まちづくり部長 

 政策経営部財産管理担当部長 

 子ども部子ども支援課長 

 子ども部子育て推進課長 

 児童・家庭支援センター所長 

 子ども部子ども施設課長 

 和泉橋出張所長 

 
環境まちづくり部環境まちづくり 

総務課長 

 環境まちづくり部道路公園課長 

 環境まちづくり部特命担当課長 

 政策経営部施設経営課長 

 政策経営部区有施設担当課長 

 政策経営部財産管理担当課長 

 政策経営部災害対策・危機管理課長 

 

教育委員会資料 

令和２年９月２３日 

子 ど も 施 設 課 



 

 

３ 地域等への意見聴取及び合意形成 

① 町会等地域に関連する団体の各会合で整備計画を説明し、意見や要望を聴取する。 

② 地域向けや子ども・保護者向けにアンケート等を実施し、幅広く個々の意見を聴取                 

する。 

③ 基本構想（素案）について、パブリックコメントを行い、意見を聴取する。 

 ※ ①、②を継続的に行い、関係者の合意形成を図っていく。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和２年度 庁内検討会、ワーキンググループ設置 

        基本構想の検討 

  令和３年度 地域等への説明、基本構想策定、基本設計着手 

  令和４年度 基本設計、実施設計着手 

  令和５年度 実施設計 

  令和５～８年度 工事 

  令和９年度 開設 

 

 

 

 



①準備会による課題共有
基本となるのは学校（園）昨年度、学校と保護者を中心に少

人数での検討準備会を開催。今後の整備方向については地域

での合意を得ながら進めることになる。

②区の庁内検討会による協議
・和泉小学校の整備については、隣接する和泉公園など周
辺地域と一体となった整備計画として検討しなければなら
ないため、区の関連部署間で庁内検討会を設置する。

・庁内検討会での整備計画案をワーキングループに提示し、
そこでの意見をさらに庁内検討会において検討する。③ワーキンググループによる検討体制

・最も子どもたちに近い立場の現場職員からの意見を反映
させるため、少人数によるワーキンググループ（準備会か
ら引き継いだ体制）を発足する。

・整備計画にかかる案件については庁内検討会と調整しな
がら検討を重ね協議を進める。

④地域への合意形成
・町会等の地域に関連する団体の各会合に場において、

当整備計画を説明する。地域からの意見や要望を、検討

会の場において報告し、整備計画に取り入れる。

・地域向けにアンケート等を実施し幅広く個々の意見を

集める。

利用者ア
ンケート

和泉小学校・いずみこども園等施設整備検討の進め方

学校運営協議会

小学校長

小学校副校長

こども園長

こども園副園長

小学校保護者

こども園保護者

小学校
PTA

こども
園PTA

地域振興部

環境まちづくり部

政策経営部

町会関係者

婦人部関係者

地域・学校関係団体

民生・児童委員

青少年委員

庁内検討会

区から地域の団体へ整備計
画を説明し、意見や要望を
聴取する。

地域アン
ケートの
実施

こども・
保護者
アンケー
トの実施

教職員ヒ
アリング
の実施

学校・園教職員

ワーキンググループ

教育委員会事務局

アンケートにより
幅広く個々の意見
を集める

子
ど
も
・
保
護
者
、
教
職
員
へ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
等
に
よ
り
、
幅
広
く

個
々
の
意
見
を
集
め
る

こどもプラザ職員

教育委員会資料
令和2年9月23日
子ども施設課



令和３年度入学　中学校学校選択状況について

名） 名） 名）

名） 名） 名）

名） 名） 名）

※（　　　　　　）は、入学者数

名

名

名

名

今後の予定

： 「学校選択状況」公開(区ホームページ)

： 学校選択変更申請期限

： 教育委員会による「調整」実施の判断

： 必要に応じて「調整」(抽選)実施

： 「入学先決定通知書」発送

： 「就学通知書」発送

　参考 「受入可能人数」及び「学校選択基準人数」

以下の表の人数は、教育委員会が学校ごとに毎年度定める数値です。

令和2年度 区立小学校6年生児童数498名（5/1現在)

教 育 委 員 会 資 料

令 和 2 年 9 月 23 日

1 千代田区立中学校の学校選択状況（９月15日時点）

直近４年間の選択状況

(9月15日現在) (9月30日現在) (10月16日現在) (10月21日現在)

麹町中学校 297 名
350 名 295

　　　　　　 入学年度
　学校名

令和3年度入学 令和２年度入学 平成31年度入学 平成30年度入学

名 256 名

（235 （152 （117

神田一橋中学校 101 名
49 名 名 68 名

（45 （87 （59

100

　　　　計 398 名
399 名 324 名

（280 （239 （176

395

令和３年度入学　学校選択申請書送付者数 562

申請書送付件数 562 名 520 名 473

麹町中学校又は神田一橋中学校選択者数 398 70.8%

区立中学校就学意思なし 57 10.1%

未回答数（107名） 107 19.0%

　＊今後、転出・転入等により人数に変動があります。

2

令和2年9月下旬

10月15日

10月下旬

11月

学校選択
基準人数

２５０人 ２５０人

学 務 課

12月

令和3年1月

麹町中学校 神田一橋中学校

受入可能人数
(受入可能学級数)

１６０人
（４０人×４クラス）

１６０人～２００人
（４０人×４～５クラス）

名 421 名

名



１年

２年 1 1 2

３年 1 1

４年
２
 

2 2 2

５年 5 1 6 1 1

６年 6 3 9
5

（＋１）
5

4
（＋１）

3

１年 1 1
4

（＋３）
4

２年 2 2
9

（＋３）
9 2 2

３年 1 1
12

（＋１）
12

４年

５年

６年

前月
利用数

小
学
校

中
・
中
等

（
前
期

）

いじめ、不登校、適応指導教室の状況（令和２年８月末の報告）

校種 学年

いじめ報告数 不登校者数 適応指導教室利用者数

今月
未解消

今年度
解消（転出含）

今年度
累計

今月
不登校者

今年度
学校復帰
（転出含）

今年度
累計

6 24
33

（＋８）

今月
利用数

33
6

（＋１）
5

中
等

（
後
期

）

計 合計 18

教 育 委 員 会 資 料

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ３ 日

指 導 課



教育委員会行事予定表

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場所等 出席者等

9 23 水 15:00～ 教育委員会定例会　◎ 区役所（教育委員会室） 教育委員出席

9 24 木

9 25 金

9 26 土 運動会 各小学校

麹町小、番町小、富士見小、お茶の水小

千代田小、昌平小、和泉小

9 27 日

9 28 月 指導課訪問（神田一橋中学校）◎ 神田一橋中学校 教育委員出席

9 29 火

9 30 水

10 1 木 運動会　麹町中学校 麹町中学校

10 2 金

10 3 土 運動会　九段小学校 九段小学校

10 4 日

10 5 月

10 6 火

10 7 水 指導課訪問（千代田幼稚園）◎ 千代田幼稚園 教育委員出席

10 8 木

10 9 金

10 10 土 運動会　神田一橋中学校 神田一橋中学校

10 11 日

10 12 月

10 13 火 15:00～ 教育委員会定例会　◎ 区役所（教育委員会室） 教育委員出席

10 14 水

1

Administrator
テキストボックス
教 育 委 員 会 資 料令和２年９月２３日子 ど も 総 務 課



教育委員会行事予定表

月 日 曜 時刻 行　事　（事　業　名） 場所等 出席者等

10 15 木

10 16 金 指導課訪問（麹町小学校）◎ 麹町小学校 教育委員出席

10 17 土 親子運動会　区立幼稚園・こども園 各幼稚園・こども園

10 18 日

10 19 月

10 20 火

10 21 水

10 22 木

10 23 金 指導課訪問（九段中等教育学校）◎ 九段中等教育学校 教育委員出席

10 24 土

10 25 日

10 26 月 指導課訪問（九段小学校）◎ 九段小学校 教育委員出席

10 27 火 15:00～ 教育委員会定例会　◎ 区役所（教育委員会室） 教育委員出席

10 28 水

10 29 木

10 30 金

10 31 土

2



開催日・
開催期間

住所は区立施設以外の
み記入

区以外が主催のとき

1 子ども支援課
令和3年度区立幼稚園・こども園(短時間保育)
入園児を募集

令和3年度の区立幼稚園・こども園(短時間保
育)の入園児を募集

2 子ども支援課
令和3年度認可保育園・こども園・幼保一体施
設(長時間保育)などの入園申し込みのスケ
ジュールが決定

令和3年度の認可保育園・こども園・幼保一体
施設(長時間保育)などの入園申し込みのスケ
ジュールのお知らせ

3 子育て推進課 令和3年4月開設私立認可保育園のご案内
令和3年4月に開設する新規園の紹介、質問の受
け付け

4
児童・家庭
支援センター

「親と子の絆プログラム  」ベビママの会～
お母さんは赤ちゃんの安全基地～

Baby(赤ちゃん)とMama(お母さん)のための、お
しゃべりしながら子育てについて楽しく学べる
交流会

11月4日・11日いず
れも水曜10時～12
時

富士見わんぱくひ
ろば

富士見わんぱくひ
ろば

5
児童・家庭支
援センター

子育てサポートが受けられる利用会員登録説
明会

自宅へ子育て・家族支援者を派遣し、宿泊や病
後児の保育なども行う、千代田子育てサポート
事業の利用会員登録説明会

10月23日(金)10時
30分～11時30分

あい・ぽーと麹町
(三番町7)

NPO法人
あい・ぽーとス
テーション

6 文化振興課
区民講座
笑顔を健康習慣にさせる秘訣

表情が与える影響と笑顔の習慣を学ぶ
11月20日(金)19時
～20時30分

日比谷図書文化館 日比谷図書文化館

教 育 委 員 会 資 料
令和２年 ９月 ２３日
子 ど も 総 務 課

「広報千代田」
10月5日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習・スポーツ課）13件

課 件　　　名 事　業　の　概　略
と　き 主催者会場



開催日・
開催期間

住所は区立施設以外の
み記入

区以外が主催のとき

「広報千代田」
10月5日号広報原稿一覧

子ども部・地域振興部（文化振興課、生涯学習・スポーツ課）13件

課 件　　　名 事　業　の　概　略
と　き 主催者会場

7 文化振興課
四番町図書館
おはなし会

毎月開催している四番町図書館のおはなし会
四番町図書館＝毎
週金曜15時～、第
1・第3土曜11時～

子ども室 千代田図書館

8 文化振興課 将棋・囲碁大会 将棋・囲碁大会の開催通知と出場者募集
将棋＝11月28日
(土)、囲碁＝11月
29日(日)

九段生涯学習館

9 文化振興課
ちよだ文学賞受賞作品の紹介・授賞式のお知
らせ

第15回ちよだ文学賞の受賞作品の紹介・授賞式
のお知らせ

10月24日(土)13時
30分～

九段生涯学習館

10
生涯学習・ス
ポーツ課

完璧を目指さない片付け術
人材バンク活用講座

18歳以上の区内在住・在勤・在学者(高校生を
除く)を対象とした片付講座を開催

11月24日、12月8
日・22日いずれも
火曜19時～20時30
分

九段生涯学習館 九段生涯学習館

11
生涯学習・ス
ポーツ課

¡Hola!はじめてみようスペイン語
区民自主企画運営講座

18歳以上の区内在住・在勤・在学者(高校生を
除く)を対象としたスペイン語の講座を開催

11月21日、12月5
日・19日、1月9
日・23日いずれも
土曜10時～12時

九段生涯学習館 九段生涯学習館

12
生涯学習・ス
ポーツ課

受講料を補助
区民の講座・講習会バウチャー制度令和2年度
申請ガイドブック(後期)を配布

区民対象に区内の大学やカルチャーセンターな
どで講座や講習会を受講した場合に、受講料の
一部を補助する「講座・講習会バウチャー制
度」を実施。対象としている講座を掲載してい
る申請ガイドブックを配布

10月上旬 九段生涯学習館 九段生涯学習館

13
生涯学習・ス
ポーツ課

「成人の日のつどい」案内状送付・区外参加
者募集

令和3年「成人の日のつどい」に関する、区内
在住者・区外参加者への案内

令和3年1月11日
(月・祝)

ホテルニューオー
タニ鶴の間(西)(紀
尾井町4-1)
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